
　
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
ま
ち
に
は
、
住
宅
、
店
舗
、
事
務

所
、
工
場
な
ど
の
建
物
と
、
道
路
、
公
園
、
下
水
道
な
ど
暮

ら
し
に
必
要
な
施
設
が
あ
り
ま
す
。
土
地
の
利
用
や
建
物
の

建
て
方
の
ル
ー
ル
、
道
路
や
公
園
な
ど
の
計
画
を
決
め
て
い

る
の
が
都
市
計
画
で
す
。

　
都
市
計
画
は
、
お
お
む
ね
20
年
後
に
市
が
目
指
す
都
市
の

姿
を
展
望
し
た
う
え
で
定
め
て
い
ま
す
。

　

都
市
計
画
決
定
は
、
都
市
内
の

限
ら
れ
た
土
地
資
源
を
有
効
に
配

分
し
、
住
宅
地
、
公
共
用
地
、
緑

地
・
自
然
環
境
を
適
正
に
配
置
す

る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
な
ど
と
の

健
全
な
調
和
を
図
り
つ
つ
、
健
康

で
文
化
的
な
都
市
生
活
お
よ
び
機

能
的
な
都
市
活
動
を
確
保
す
る
た

め
に
定
め
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
道
路
や
公
園

な
ど
の
配
置
と
土
地
利
用
の
規
制

が
一
体
の
も
の
と
し
て
効
果
を
発

揮
し
、
合
理
的
な
土
地
利
用
が
図

■
都
市
計
画
道
路
変
更
の
経
緯

　

結
城
市
の
都
市
計
画
道
路
の
多
く
は
、
昭
和
30
年
代

に
都
市
計
画
決
定
さ
れ
、
昭
和
40
〜
50
年
代
に
計
画
の

見
直
し
や
廃
止
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
計
画
さ
れ
て
い
る
都
市
計
画
道
路
は
、
人
口
増

加
や
経
済
成
長
に
と
も
な
う
市
街
地
の
拡
大
を
前
提
と

し
た
将
来
都
市
像
に
基
づ
い
て
計
画
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
昨
今
の
社
会
経
済
情
勢
は
大
き
く
変
化
し

て
お
り
、
人
口
減
少
社
会
の
到
来
に
と
も
な
う
市
街
地

拡
大
の
収
束
、
超
高
齢
化
社
会
へ
の
移
行
、
社
会
保
障

費
の
増
大
に
と
も
な
う
財
政
の
制
約
の
強
ま
り
な
ど
、

都
市
計
画
決
定
時
と
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
背
景
を
踏
ま
え
て
、
結
城
市
の
将
来
都
市

像
を
見
据
え
、
未
着
手
と
な
っ
て
い
る
都
市
計
画
道
路

に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
や
必
要
性
を
現
在
の
社
会
経
済

情
勢
に
あ
わ
せ
て
見
直
し
、
平
成
29
年
5
月
18
日
に
、

下
館
・
結
城
都
市
計
画
道
路
の
変
更
が
決
定
告
示
さ
れ

ま
し
た
。

　

今
回
の
決
定
は
、
お
お
む
ね
20
年
後
を
見
据
え
た
都

市
計
画
の
変
更
で
す
の
で
、
現
時
点
で
事
業
化
が
決
定

し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
後
、
都
市
計
画
の

実
現
に
向
け
て
着
実
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

ら
れ
る
よ
う
総
合
的
に
計
画
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

■
都
市
計
画
決
定（
変
更
）が
必
要
な
理
由

都市計画道路変更の概要図

市都市計画課 34－0422

❶ 3・4・15 根本原・本田線 一部廃止、交差点形状の変更
❷ 3・4・16 結城停車場線 一部廃止、一部名称および交差点形状変更
❸ 3・4・18 鹿窪・根本原線 一部廃止、一部名称変更　
❹ 3・6・21 大橋・下小塙線 一部線形変更　
❺ 3・2・33 小田林・蓮沼線 一部線形変更　
❻ 7・6・4 白銀町・穀町線 新規決定　

❼ 3・4・19 小 森・本 町 線 　全線廃止
❽ 3・6・23 国府町・大谷瀬線 　延伸　
❾ 7・6・3  四ツ京公園通り線 　新規決定
 

※1
※2

※3

※3
※4

※5

：
：
：
：
：
：

：
：
：

（※1） 3・4・18との交差部以北区間を3・4・18に変更、
 神明橋付近の交差点形状を変更
（※2） 四ツ京土地区画整理事業地内の整備済区間は、
 7・6・3四ツ京公園通り線に変更
（※3） 3・4・19廃止にともない、本路線との交差部の
 形状変更
（※4） 3・4・16の一部区間（幅員16～18m）を廃止し、 
 現道幅員9mで新規決定
（※5） 3・4・19廃止にともない、伝統工芸コミュニティ 
 センター付近の交差点まで延伸

変更した都市計画道路
茨城県決定路線

結城市決定路線
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